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DIASSｻｰﾋﾞｽ約款 

本約款は、株式会社ﾃﾞｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ(以下弊社といいます)が提供するDIASS（ﾃﾞｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾙｲ

ﾝｼﾃﾞﾝﾄ分析ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ。以下本ｻｰﾋﾞｽといいます)の内容を定めるものです。本ｻｰﾋﾞｽ

の対象はFortinet製品となり、本約款には機器本体の保守約款は含まれておりません。本ｻ

ｰﾋﾞｽを利用する利用機器(以下対象機器といいます)の保守約款は別途Fortinet社製品保

守ｻｰﾋﾞｽ契約約款に従うものとします。 

第一条(適用) 

本約款は、本ｻｰﾋﾞｽを利用されるお客様(以下利用者といいます)に対して提供されるｻｰﾋﾞ

ｽ内容および条件を定めるものです。 

第二条(ｻｰﾋﾞｽの定義) 

本ｻｰﾋﾞｽは、2022年1月以降に弊社が本ｻｰﾋﾞｽを付与して販売した機器を対象に、利用者

のｾｷｭﾘﾃｨｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ情報(以下ﾛｸﾞといいます)を弊社のｻｰﾋﾞｽ基盤へ転送し、その分析結果

を提供するｻｰﾋﾞｽです。 

第三条(ｻｰﾋﾞｽの利用契約の成立) 

1 ) 本ｻｰﾋﾞｽの利用契約は利用者が弊社から本ｻｰﾋﾞｽを付与された対象機器を購入し、弊

社がこれを承諾することにより成立します。 

2 ) 弊社による承諾は、本ｻｰﾋﾞｽで利用するｻｰﾋﾞｽ基盤への利用者の対象機器の登録が

完了したことをもって行われます。 

3 ) 弊社は利用者に対し、60日前に事前公開通知を行うことにより、ｻｰﾋﾞｽ内容を変更でき

るものとします。 

第四条(ｻｰﾋﾞｽの提供内容) 

本ｻｰﾋﾞｽは弊社が構築したｻｰﾋﾞｽ基盤を経由して、お客様から転送されたﾛｸﾞを株式会社ﾗ

ｯｸ(以下ﾒｰｶｰといいます)が提供するｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ分析ｴﾝｼﾞﾝに送り、分析した結果を分析ﾚﾎﾟ

ｰﾄとしてｻｰﾋﾞｽ基盤上で提供します。 

第五条(ｻｰﾋﾞｽ期間) 

1 ) 本ｻｰﾋﾞｽは対象機器本体に付随する保守ｻｰﾋﾞｽ契約期間に基づいて提供されるものと

します。 

第六条(ｻｰﾋﾞｽの範囲) 

1 ) 利用者は弊社がﾏﾆｭｱﾙなどで提示する手順に従って本ｻｰﾋﾞｽを利用するものとしま

す。 

2 ) 本ｻｰﾋﾞｽは、ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ分析ｴﾝｼﾞﾝに基づく範囲が対象となるため、対象機器が出力す

るすべてのﾛｸﾞの収集を保証するものではありません。 

3 ) 分析ﾚﾎﾟｰﾄで推奨される対処方法については、利用者が判断し、実施するものとしま

す。 

4 ) 本ｻｰﾋﾞｽは、ﾛｸﾞの受信と解析およびその分析ﾚﾎﾟｰﾄを提供するまでをｻｰﾋﾞｽ範囲としま

す。また、本ｻｰﾋﾞｽを利用するために必要となるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線は、利用者の責任で用

意するものとします。 

5 ) 本ｻｰﾋﾞｽを提供するｻｰﾋﾞｽ基盤の運用、監視は弊社が定める基準において実施される

ものとします。 

6 ) 本ｻｰﾋﾞｽの保守および点検における計画は、可能な範囲において販売会社を通じて利

用者へ通知されるものとします。ただしｻｰﾋﾞｽ運用において、緊急を要すると弊社が認

めた場合はこれに限らないものとします。 

7 ) 本ｻｰﾋﾞｽにおけるｼｽﾃﾑ障害に関する情報は販売会社を通じて利用者へ開示されるも

のとします。 

第七条(ｻｰﾋﾞｽの終了) 

1 ) 弊社都合によりｻｰﾋﾞｽを終了とする場合、180日前までに書面又は電子媒体による通知

を利用者へ行うものとし、その場合、弊社は代替措置の提案・提供の義務を負わない

ものとします。 

2 ) 第九条に列挙される不可抗力免責に起因するｻｰﾋﾞｽ終了に関しては、事前通知なく終

了される場合があります。 

第八条(対価) 

本ｻｰﾋﾞｽの対価は、弊社または弊社が定める第三者により請求できるものとします。 

第九条(免責事項) 

1 ) 本ｻｰﾋﾞｽは、利用者の所有する機密情報や個人情報の保護、情報漏洩やその他すべ

てのｾｷｭﾘﾃｨｲﾝｼﾃﾞﾝﾄに関する事件、事故の防止を保証するものではありません。 

2 ) 弊社から提供する分析ﾚﾎﾟｰﾄの対処方法を適用したことにより、障害が発生した場合で

も弊社はその一切の責任を負いません。仮に対処方法を実行したことで、ｸﾗｲｱﾝﾄPC

などの利用者の環境に障害が生じた場合でも弊社はその責任を負わないものとしま

す。 

3 ) 本ｻｰﾋﾞｽを利用するにあたり、利用者が用意したｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線、およびｻｰﾋﾞｽ基盤に

到達するまでの通信経路に関しては、弊社は責任を負わないものとします。 

4 ) 対象機器における設定(時刻、言語、転送先など)に誤りがあった場合の分析結果に関

して弊社は責任を負わないものとします。 

5 ) 本ｻｰﾋﾞｽの利用停止などにより生じる、付随的または二次的、例外的な損害に対して弊

社はその責任を負わないものとします。 

6 ) 弊社が保証する対象ﾊｰﾄﾞｳｪｱまたは対象OS以外での利用はｻｰﾋﾞｽ対象外とします。ま

た将来において、ﾊｰﾄﾞｳｪｱやOSの仕様変更による機能制限が発生した場合も弊社は

その責任を負わないものとします。 

7 ) ｻｰﾋﾞｽ基盤(AWSなど)上の障害により発生する事象(配信停止も含む)について弊社は

責任を負わないものとします。その他、ｻｰﾋﾞｽ基盤上で提示されている免責に準ずるも

のとします。 

8 ) 日本国外での利用、または日本語以外の言語による利用はｻｰﾋﾞｽ対象外とします。 

9 ) 本ｻｰﾋﾞｽが提供する脅威情報ﾘｽﾄに関する制限はﾒｰｶｰの提示する免責に準ずるもの

とします。 

10) 本約款に明記されないｻｰﾋﾞｽ内容については、原則ｻｰﾋﾞｽ対象外とします。 

11) 不可抗力免責に該当する事項、例えば地震、津波、洪水、戦争、暴動等、行政機関ま

たは地方自治体の緊急事態宣言等が発令された状況下でのｻｰﾋﾞｽ提供、当事者の

合理的な支配を超えて発生する事象に起因する事象に関しては、弊社は一切の責任

を負わないものとします。 

 

 

第十条(ﾕｰｻﾞ情報の取り扱い) 

本ｻｰﾋﾞｽを利用するためのﾕｰｻﾞ情報、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ情報は弊社が発行するものとします。利用

者は受領したﾕｰｻﾞ情報などを自己の責任を持って管理するものとし、その不正使用が行わ

れた場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

第十一条(禁止事項) 

利用者は、本ｻｰﾋﾞｽの利用に際し、弊社およびﾒｰｶｰの定める禁止事項またはそれらに類

似する行為をおこなってはならないものとします。また、利用者が第三者に行わせることも同

様とします。弊社はこれらに違反した際に発生する事柄に関しては一切の責任を負わない

ものとします。 

第十二条(利用者の義務) 

利用者は、住所変更、社名変更等、申請時の登録ﾃﾞｰﾀに変更が生じた場合、変更の10営

業日前までに弊社へ通知し、承諾を得るものとします。利用者が本通知を怠った場合、弊

社は利用者に対して本ｻｰﾋﾞｽの提供を中止する場合があります。 

第十三条(解約) 

1 ) 利用者は、弊社に本約款の条項についての重大な違反が認められない限り、本ｻｰﾋﾞｽ

を中途で解約することはできないものとします。 

2 ) 弊社は下記の条件に該当する場合、利用者に対して催告なしに本ｻｰﾋﾞｽの提供を解

除できるものとします。 

1.利用者が本約款の条項に違反し、文書による是正催告したにも関わらず30日以内

に当該違反を是正しない場合 

2.金融機関などによる利用者の指定した支払口座の利用の停止や、利用者に対する

差押、仮差押、仮処分等、利用者の経済状態が悪化したと判断した場合 

3.利用者について解散、破産、民事再生、会社更正、特別清算等の債務者の救済に

関する法令に基づく申し立てがなされた場合 

4.その他利用者としての義務を果たせないと弊社が判断した場合 

3 ) 利用者が所有している本ｻｰﾋﾞｽの権利が、前項により解除され、その権利が失効したと

しても、弊社は本ｻｰﾋﾞｽの契約が残存している期間への清算金等の金銭の支払いは

行わないものとします。 

4 ) 第2項に定める場合の他、弊社は60日前の通知をもって本ｻｰﾋﾞｽを解除することができ

るものとします。この場合、弊社は利用者が所有している本ｻｰﾋﾞｽの契約が残存してい

る期間の割合に従って日割り計算した清算金を支払うものとします。 

第十四条(ｻｰﾋﾞｽの保証) 

本約款のもとで提供されるｻｰﾋﾞｽについては、本約款およびその付随する書類に記載され

た内容に沿って弊社ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄを通じて提供されることを保証します。 

第十五条(権利の譲渡の禁止) 

利用者は本約款上の地位および権利をいかなる理由があろうとも譲渡、貸与、することはで

きません。 

第十六条(情報等の帰属および二次利用の禁止) 

利用者は、本ｻｰﾋﾞｽで提供される脅威情報ﾘｽﾄや分析ﾚﾎﾟｰﾄなどの情報は、すべて弊社ま

たはﾒｰｶｰに帰属するものとし、営利・非営利に係わらず複製、販売、その他一切の二次利

用を行えないものとします。 

第十七条(機密保持) 

弊社は、本ｻｰﾋﾞｽの有効期間内のみならず、ｻｰﾋﾞｽ終了後も、本約款の履行に関して知り

得た相手方の業務上の秘密および個人情報を第三者に漏洩しないものとします。ただし、

弊社が本ｻｰﾋﾞｽのｻﾎﾟｰﾄを実施するにあたり、利用者から知り得た業務上の秘密および個

人情報のうち、合理的な範囲について業務委託先またはﾒｰｶｰへ提供することがあります。

弊社における個人情報の扱いは https://www.datacontrol.co.jp/privacy/ に記載された

内容に準じるものとします。 

第十八条(通知) 

本約款における通知は、書面または弊社が定める方法をもって行うものとします。 

第十九条(改訂) 

本約款は、その目的の範囲内で、変更の必要性、相当性を条件として、変更されることがあ

ります。その際、弊社は変更内容をｲﾝﾀｰﾈｯﾄやその他適切な方法により、利用者に周知す

るものとします。公開した日付より60日経過後、利用者は変更に同意したものとします。 

第二十条(管轄、準拠法等) 

1 ) 本約款によって提供されるｻｰﾋﾞｽに関して弊社と利用者の間に係争が発生した場合

は、利用者および弊社は、お互い信義誠実の原則に従って解決するように努力するも

のとします。 

2 ) 前項の場合において、訴訟により解決する必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を

第一審の専属管轄裁判所とします。 

3 ) 本約款は日本法に準拠し解釈されるものとします。 


